
【調整交付金の役割】

○ 調整交付金は、①保険者の給付水準が同じであり、②被保険者の所得水準が同じであれば、保険料負担が
同一になるように調整するもの。

○ そのため、下記のように、所得水準や給付費単価が一定と仮定した場合は、高齢者人口の割合が異なって
いても、負担する保険料額は概ね一定となる。（具体的なケースについては次ページ参照）

ケース 具体例
保険料
（調整前）

調整交付
割合

調整
交付金額

保険料（調
整後）

ケース①

前期・後期高齢者割合が
全国平均と同じ場合

高齢者人口が１００００人のＡ市
（前期高齢者５１００人、後期高齢
者４９００人）の場合

約５０００円 ５％
１億３６５２

万円
約５０００円

ケース②

後期高齢者割合が全国平均
より高い場合

高齢者人口が１５０００人のＢ市
（前期高齢者６４００人、後期高齢
者８６００人）の場合

約５７００円 ７．５４％
３億５０７６

万円
約５０００円

ケース③

後期高齢者割合が全国平均
より低い場合

高齢者人口が４５０００人のＢ市
（前期高齢者２５０００人、後期高
齢者２００００人）の場合

約４６００円 ３．２９％
３億７４２４

万円
約５０００円

【財政調整交付金の交付割合の求め方】 ２７％－（２２％×後期高齢者加入割合補正係数×所得段階別補正係数）
【仮定】
＜全国平均＞ 前期高齢者割合を５１％、後期高齢者割合を４９％ ・前期高齢者の要介護（要支援）の発生率を４％、後期高齢者の要介護（要支援）の発生率

を３１％
＜所得水準＞ 所得水準を一律一定（所得段階別補正係数を「１」とする。）
＜給付費単価＞前期高齢者の一人当たり給付費単価を５．５万円、後期高齢者の一人当たり給付費単価を５０万円とする。

（平成25年度実績（介護給付費実態調査報告）を基に補足給付、地域支援事業を加味した額） 1
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ケース①前期・後期高齢者割合が全国平均と同じ場合
高齢者人口が１００００人のＡ市（前期高齢者５１００人、後期高齢者４９００人）の場合

【調整交付金】

0.51（全国平均の前期高齢者割合）×0.04（全国平均の前期高齢者の要介護発生率）＋0.49（全国平均の後期高齢者割合）×0.３１（全国平均の後期高齢者の要介護発生率）

0.51（当該自治体の前期高齢者割合）×0.04（全国平均の前期高齢者の要介護発生率）＋0.49（当該自治体の後期高齢者割合）×0.31（全国平均の後期高齢者の要介護発生率）

＝１．０（後期高齢者加入割合補正係数）

Ａ市の調整交付割合は、２７％－（２２％×１．０×１．０）＝５％となる。

給付費は、前期高齢者５．５万円×５１００人＋後期高齢者５０万円×４９００人＝２７億３０５０万円とな
り、 調整交付金額は、 ２７億３０５０万円×５％＝１億３６５２万円となる。

【保険料】

Ａ市の保険料（２２％）は、 ２７億３０５０万円×２２％＝６億００７１万円となる。

【一人当たり保険料額】

一人当たりの保険料額は、６億００７１万円／１００００人／１２ ＝ ５００５円（月額）となる。
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ケース② 後期高齢者割合が全国平均より高い場合

例 高齢者人口が１５０００人のＢ市（前期高齢者６４００人、後期高齢者８６００人）の場合

【財政調整交付金】

０．５１（全国平均の前期高齢者割合）×０．０４（全国平均の前期高齢者の要介護発生率） ＋ ０．４９（全国平均の後期高齢者割合）×０．３１（全国平均の後期高齢者の要介護発生率）

０．４２６７（当該自治体の前期高齢者割合）×０．０４（全国平均の前期高齢者の要介護発生率）＋０．５７３３（当該自治体の後期高齢者割合）×０．３１（全国平均の後期高齢者の要介護発生率）

＝０．８８４５（後期高齢者加入割合補正係数）

Ｂ市の調整交付割合は、２７％－（２２％×０．８８４５×１．０）＝７．５４％となる。

給付費は、前期高齢者５．５万円×６４００人＋後期高齢者５０万円×８６００人＝４６億５２００万円となり、

調整交付額は、 ４６億５２００万円×７．５４％＝３億５０７６円となる。

【保険料】

Ｂ市の本来保険料負担分（２２％）は、 ４６億５２００万円×２２％＝１０億２３４４万円であるが、調整交付金が７．５
４％入るので、実際の保険料（１９．４６％）は、 ４６億５２００万円×１９．４６％＝９億０５２８万円となり、差の

１億１８１６万円が調整交付金により厚く交付されたことになる。

【一人当たりの保険料額】

本来保険料分（２２％）であれば、 １０億２３４４万円／１５０００人／１２ ＝ ５６８５円（月額） となるが、

実際保険料分（１９．４６％）は、 ９億０５２８万円／１５０００人／１２ ＝ ５０２９円（月額）となる。
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ケース③ 後期高齢者割合が全国平均より低い場合

高齢者人口が４５０００人のＢ市（前期高齢者２５０００人、後期高齢者２００００人）の場合

【財政調整交付金】
０．５１（全国平均の前期高齢者割合）×０．０４（全国平均の前期高齢者の要介護発生率） ＋ ０．４９（全国平均の後期高齢者割合）×０．３１（全国平均の後期高齢者の要介護発生率）

０．５５６（当該自治体の前期高齢者割合）×０．０４（全国平均の前期高齢者の要介護発生率）＋０．４４４（当該自治体の後期高齢者割合）×０．３１（全国平均の後期高齢者の要介護発生率）

＝１．０７７７（後期高齢者加入割合補正係数）

Ｃ市の調整交付割合は、２７％－（２２％×１．０７７７×１．０）＝３．２９％となる。

給付費は、前期高齢者５．５万円×２５０００人＋後期高齢者５０万円×２００００人＝１１３億７５００万円となり、

したがって、調整交付額は、１１３億７５００万円×３．２９％＝３億７４２４万円となる。

【保険料】

Ｃ市の本来保険料負担分（２２％）は、 １１３億７５００万円×２２％＝２５億０２５０万円であるが、調整交付金が３．
２９％しか入らないので、実際の保険料（２３．７１％）は、 １１３億７５００万円×２３．７１％＝２６億９７０１万円となり、
差の１億９４５１万円が調整交付金による調整により追加的に負担する金額となる。

【一人当たりの保険料額】

一人当たりの保険料調整財源は、本来保険料分（２２％）であれば、

２５億０２５０万円／４５０００人／１２ ＝ ４６３４円（月額） となるが、

実際保険料分（２３．７１％）は２６億９７０１万円／４５０００人／１２ ＝ ４９９４円（月額）となる。
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